
 

 

 

 

 
 

 ＡＥＯ研修のご案内  
 

～AEO 事業者には研修が義務づけられているのをご存知ですか？～ 

ＡＥＯ事業者には貨物の安全管理と法令遵守を確保するため、従業員に対し、定期的 
かつ継続的に研修を行うことが義務づけられていますが、「社内研修がマンネリ化して 
いる」「社内では満足な研修を行えていないので外部研修があれば活用したい」といっ 
た声を数多くいただいております。 

今般、日本関税協会では、こういった多くのＡＥＯ事業者様のご要望にお応えすべく 
新しく「ＡＥＯ研修」をご用意いたしました。 

ＡＥＯ研修は、適正通関に必要な基礎的な知識及びＡＥＯ制度に関する必要な情報及 
び事例研究から構成されており、すでにＡＥＯを取得された事業者様のみならず、ＡＥ 
Ｏ取得を目指しておられる企業様にもお役に立てる内容となっております。ぜひご活用を 
ご検討ください。 
 
◎受講ご希望の方は、 

協会本部WEBサイト → AEO事業者連絡協議会 → AEO研修 →「参加申込書」に 
記載のうえ、メールアドレス：jtas_aeo@kanzei.or.jp まで送信してください。 
追って請求書を発行いたします。請求書が届きましたら、研修開催日の12営業日前ま 
でにご送金ください。 
お申込送信メールの件名は「AEO研修 会社名」でお願いいたします。 

◎担当 
  公益財団法人 日本関税協会  TEL：03-6826-1433 FAX:03-6826-1435 

調査・研究グループ (芦村） 
 
【開催日時】 ２０１８年７月９日（月） ９：３０～１７：００ 
【会  場】 福岡県中小企業振興センター（福岡市博多区吉塚本町9-15） 
【内  容】 午前（9:30-12:30） 

・AEOと税関を取り巻く環境    
・AEO制度の概要と輸出入手続  
・関税分類  

午後（13:30-17:00） 
・関税評価制度  
・AEO制度とセキュリティ（事例研究） 
・AEO制度とコンプライアンス (事例研究) 

【受 講 料】  一般価格 １８,０００円／名（教材費・消費税込） 
会員価格 １３,０００円／名（教材費・消費税込） 

ポイント１ 通関とAEO実務を網羅したオリジナルテキストで通関実務未経験者に 
も丁寧に解説します。 

ポイント２ 受講終了時に「修了証」を発行 
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講演会の演題が決まりましたのでご案内いたします。 

また、支部総会等の日程は以下のとおりです。申し込みは、５月２２日（火） 

となっておりますので、皆様のご参加をお待ちしております。 

 

〔演 題〕  気候変動問題の動向 ～環境に配慮する企業は繁栄する～ 
    〔講 師〕  関 荘一郎 氏（元 長崎税関長（H20～22）） 

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター理事長 

 
     〔開催日時及び場所〕 

     平成 30 年 6 月 15 日（金） 

    “ザ・ホテル長崎” （旧ベストウェスタンプレミアホテル長崎） 

長崎市宝町 2-26  ℡(095) 821-1111 

        ・定時支部総会 ：15 時 40 分 ～ 16 時 20 分 

        ・講 演 会 ：16 時 40 分 ～ 17 時 40 分 

        ・懇 談 会 ：18 時 00 分 ～ 19 時 30 分 

 

定 時 支 部 総 会 等 日 程 の お 知 ら せ  


